
下請代金支払遅延等防止法（抜粋） 

 
 
 （親事業者の遵守事項）  
第４条 親事業者は，下請事業者に対し製造委託等をした場合は，

次の各号（役務提供委託をした場合にあつては，第 1 号及び第 4
号を除く。）に掲げる行為をしてはならない。 

 （一～二略） 
三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに，下請代金の額を

減ずること。 

 
（中小企業庁長官の請求） 

第 6 条 中小企業庁長官は，親事業者が第 4条第 1項第 1号，第 2号
若しくは第 7号に掲げる行為をしているかどうか若しくは同項第 3
号から第6号までに掲げる行為をしたかどうか又は親事業者につい
て同条第 2項各号の一に該当する事実があるかどうかを調査し，そ
の事実があると認めるときは，公正取引委員会に対し，この法律の
規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。 

 
（勧告）  
第７条 
（１項略） 
2 公正取引委員会は，親事業者が第 4条第 1項第 3号から第 6号ま
でに掲げる行為をしたと認めるときは，その親事業者に対し，速
やかにその減じた額を支払い，その下請事業者の給付に係る物を
再び引き取り，その下請代金の額を引き上げ，又はその購入させ
た物を引き取るべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告
するものとする。 

 
 （報告及び検査）  
第 9 条  
（１項略） 
2 中小企業庁長官は，下請事業者の利益を保護するため特に必要が

あると認めるときは，親事業者若しくは下請事業者に対しその取
引に関する報告をさせ，又はその職員に親事業者若しくは下請事
業者の事務所若しくは事業所に立ち入り，帳簿書類その他の物件
を検査させることができる。 


